
別表（第４条関係）  

伊勢崎市各種スポーツ競技大会壮行金交付基準  

対象となる大会  
交付金額  

（１人当たり）  

限度額  

（１団体１回の

申請当たり）  

１  
国

際

大

会 

国際オリンピック委員会、国際競技連盟

又は国際パラリンピック委員会が主催する

世界最高権威の世界選手権大会等  

３０，０００円  ―  

２  
 １以外の国際大会（アジア大会、ユニバ

ーシアード大会、世界ジュニア大会等）  
１０，０００円  ―  

３  

全

国

大

会 

文部科学省、日本体育協会又は日本オリ

ンピック委員会正加盟競技団体が主催する

国内最高権威の大会（国民体育大会、全国

障害者スポーツ大会、日本選手権大会、天

皇賜杯選手権大会等）  

７，０００円  ７０，０００円  

４  

 文部科学省、日本体育協会又は日本オリ

ンピック委員会正加盟競技団体が主催する

全国大会（全国実業団選手権大会、全国ク

ラブ選手権大会、全国ジュニア選手権大会

等）  

６，０００円  ６０，０００円  

５  

 ３及び４以外で文部科学省、日本体育協

会、日本オリンピック委員会正加盟競技団

体等が主催又は後援する全国大会及び東日

本大会  

５，０００円  ５０，０００円  

６  

地

方

ブ

ロ

ッ

ク

大

会 

 文部科学省、日本体育協会又は日本オリ

ンピック委員会正加盟競技団体が主催する

地方ブロック大会  

４，０００円  ４０，０００円  

７  

 ６以外で文部科学省、日本体育協会、日

本オリンピック委員会正加盟競技団体等が

主催又は後援する地方ブロック大会  

３，０００円  ３０，０００円  

備考  国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会に限り、限度額を設けない。  


